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情
報
公
開
制
度

　
市
政
情
報
は
、
市
政
情
報
コ
ー
ナ

ー（
市
役
所
3
階
）で
公
開
し
て
い
る

ほ
か
、
各
部
署
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
公
文
書
公
開
請
求
を
行

っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
個
人
情
報

な
ど
の
例
外
を
除
き
、
ど
な
た
に
対

し
て
も
公
文
書
等
を
原
則
公
開
し
て

い
ま
す
。
平
成
25
年
度
の
公
文
書
公

開
請
求
は
1
9
7
件
で
し
た
。
く
わ

し
く
は
表
1
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

個
人
情
報
保
護
制
度

　
市
は
、
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基

づ
き
、
個
人
情
報
の
保
護
と
適
正
な

取
り
扱
い
に
努
め
て
い
ま
す
。
特
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
の
個
人
情
報
の

取
り
扱
い
に
厳
し
い
規
則
を
設
け
て

い
ま
す
。
現
在
、
個
人
情
報
の
電
子

平成25年度

市
政
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、

情
報
公
開
制
度
に
基
づ
き
市
政
情

報
の
公
開
を
進
め
る
ほ
か
、
自
己

情
報
の
開
示
な
ど
を
請
求
す
る
権

利
を
保
障
し
て
い
ま
す
。

シ
ス
テ
ム
処
理
は
、
住
民
記
録
、
電

子
申
請
な
ど
60
種
類
の
業
務
で
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
民
の
方
が
自
ら
の
個
人
情
報
が

適
切
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す

る
た
め
に
行
う
個
人
情
報
の
開
示
請

求
は
、
3
3
0
2
件（
う
ち
要
介
護

認
定
に
か
か
わ
る
開
示
請
求
が

3
2
6
3
件
）で
し
た
。
く
わ
し
く

は
表
2
、
表
3
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
苦
情
の
申
し
出
、
不
服
申
し
立

て
等
を
審
査
す
る
個
人
情
報
保
護
審

議
会
は
7
回
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

情
報
公
開・個
人
情
報
開
示
を

請
求
す
る
に
は

　
請
求
書（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）に
必
要
事
項
を

書
い
て
、
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
へ
。

個
人
情
報
開
示
請
求
の
際
は
本
人
確

認
書
類
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
制
度
や
手
続
き
に
つ
い
て
分
か
ら

な
い
場
合
な
ど
、
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

会
議
の
公
開
状
況

　
市
民
参
加
と
透
明
な
市
政
を
促
進

す
る
た
め
、
審
議
会
な
ど
の
会
議
を

公
開
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
25
年
4
月
か
ら
平
成
26
年
3

月
ま
で
に
公
開
し
た
会
議
は
、
国
民

健
康
保
険
運
営
協
議
会
や
立
川
市
協

働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業
補
助
金

審
査
会
な
ど
2
7
7
回
。
傍
聴
者
は

1
7
6
人
で
し
た
。
ま
た
、
個
人
情

報
保
護
な
ど
の
理
由
か
ら
非
公
開
と

し
た
会
議
は
4
3
0
回
。
こ
の
う
ち
介

護
認
定
審
査
会
が
2
3
4
回
で
し
た
。

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
を
ご
利

用
く
だ
さ
い

　
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
3

階
）に
は
、
市
が
発
行
し
た
計
画
書

や
報
告
書
、
予
算
書
、
決
算
書
、
契

約
関
係
資
料
な
ど
を
は
じ
め
、

7
1
0
0
点
余
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
資

料
を
配
置
し
て
い
ま
す
。
閲
覧
は
自

由
で
す
。
市
発
行
の
行
政
資
料
な
ど

は
コ
ー
ナ
ー
内
の
コ
ピ
ー
機
で
写
し

を
取
れ
ま
す（
有
料
）。

●
利
用
時
間
　
月
曜
〜
金
曜
日（
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）、
午
前
8

時
30
分
〜
午
後
5
時

問
広
報
課
市
政
情
報
係
・
内
線
3
3

0
5
、
要
介
護
認
定
資
料
等
開
示
請

求
は
介
護
保
険
課
介
護
認
定
係
・
内

線
1
4
5
2

対象者・支給要件と手当月額（平成26年6月１日現在）

就
学
前
児
童

乳幼児医療費助成
市内に住む乳幼児（就学前）を養育している方で、乳幼児が健康保険に加入
している方に助成。
【助成内容】保険給付が行われた医療費の自己負担分の一部

小
１
～
中
３

義務教育就学児医療費助成
市内に住む義務教育就学期の児童を養育している方で、対象児童が健康保
険に加入している方に助成。
【助成内容】保険給付が行われた医療費の自己負担分の一部

中
学
校
修
了
前

児童手当
中学校修了前の児童を養育する方に支給。
【手当月額】●３歳未満　15,000円

●３歳以上小学校終了前	 10,000円（第１子・第２子）
	 15,000円（第３子以降）
●中学生　10,000円
●所得制限超過世帯の児童　5,000円

※生計中心者が公務員の場合は、職場での申請となります。

公
正
で
開
か
れ
た
市
政
を
推
進

表１ 平成 25 年度実施機関別公文書公開請求および決定状況

実施機関
請　求 決　定 不服

申し
立て件数 取下げ 件数 公開 一部

公開
非公開等
非公開 不存在

市長 196 1 216 103 104 3 6 0
教育委員会 1 0 1 0 1 0 0 0
議会 0 0 0 0 0 0 0 0
計 197 1 217 103 105 3 6 0

表２ 平成25年度実施機関別個人情報開示等請求および決定
状況（表3の数字を除く）

実施機関
請　求 決　定 不服

申し
立て件数 取下げ 件数 開示 一部

開示
非開示等
非開示 不存在

市長 36 0 39 18 14 2 5 0
教育委員会 3 0 3 1 2 0 0 1
議会 0 0 0 0 0 0 0 0
計 39 0 42 19 16 2 5 1

表３ 平成25年度要介護認定資料等開示請求および決定状況

実施機関
請　求 決　定 不服

申し
立て件数 取下げ 件数 開示 一部

開示
非開示等
非開示 不存在

市長 3,263 0 3,263 3,262 1 0 0 0

障
害
の
あ
る
児
童
の
い
る
家
庭

特別児童扶養手当
20歳未満で、身体障害者手帳1級～ 3級程度、愛の手帳1度・２度程度（3度
の場合は診断書により判定）の児童、長期間安定を要する病状または精神の
障害により日常生活に著しい制限を受ける児童を監護している方に支給（施
設に入っている児童や障害を理由とする年金を受給している児童を除く）。
【手当月額】●1級　49,900円

●2級　33,230円

児童育成手当（障害手当）
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育する方に支給▶身体障害者
手帳1級・2級▶愛の手帳1度～ 3度▶脳性まひ▶進行性筋萎縮症
【手当月額】●1人　15,500円

ひ
と
り
親
家
庭

児童扶養手当
次のいずれかに該当する児童を養育する父または母・養育者にその児童が
18歳になる年度末（中度以上の障害がある児童は20歳になるまで）まで支
給。ただし、公的年金を受給できる場合は除きます。▶父母が離婚した▶
父または母が死亡または生死不明▶父または母が重度の障害（障害基礎年
金１級程度）を有する▶父または母に１年以上遺棄されている▶父または
母が法令により1年以上拘禁されている▶婚姻によらないで生まれ、父ま
たは母に扶養されていない▶父または母が保護命令を受けた。
【手当月額】●全額支給　41,020円

●一部支給　 9,680円～ 41,010円
（加算分）　２人目5,000円・3人目以降3,000円

児童育成手当
次のいずれかに該当する児童の父母または養育者に、その児童が18歳にな
る年度末まで支給▶父母が離婚した▶父または母が死亡または生死不明▶
父または母が重度の障害（身体障害者手帳1級・2級程度）を有する▶父また
は母に１年以上遺棄されている▶父または母が法令により1年以上拘禁さ
れている▶婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない▶父
または母が保護命令を受けた。
【手当月額】●1人　13,500円

ひとり親家庭等医療費助成
対象要件は上欄の児童扶養手当と同じ(ただし年金受給者も受給可)。中度
以上の障害のある児童には20歳未満まで助成。ひとり親と児童は健康保
険に加入していることが必要。
【助成内容】保険給付が行われた医療費の自己負担分の一部

　市や国、都は児童を養育している方を対象に各種手当の支給や医療費の
助成などを下表の通り行っています。現在これらの手当を受給していない
方が新たに手当を受給するには申請が必要です。該当する方で、まだ手続
きをしていない方は申請をお願いします。また、これらの手当を受給中の
方には更新月に現況届のご案内を送りますので、お忘れなくご提出くださ
い。
　なお、乳幼児医療費助成以外は所得制限があります。
問子育て推進課・内線1344

児童関係の各種手当等
該当する方は申請を

情
報
公
開
制
度・個
人
情
報
保
護

制
度
な
ど
の
実
施
状
況
を
公
表


